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がん死亡者の減少（約20％の死亡率減少）を目指す。
また、がん医療の充実により、すべてのがん患者お
よびその家族の苦痛並びに療養生活の質の維持
向上の実現を目指す。

10％減

10％減

＜分野別施策による死亡率減少＞

がん医療の
均てん化
2.9 ％

早期診断の
推進
4.3 ％

肝炎ウイルス検診
体制の充実 0.9 ％

喫煙率の半減
1.7 ％

※

※喫煙対策のような
一次予防対策は短
期的な効果は小さい
が、中・長期的な効
果は大きくなる

喫煙対策
20年後
には

3.6％

資料：大阪府立成人病センター調査部．統計でみる大阪府のがん－10年でがん死亡20％減少へのアクション－．2007．
http://www.mc.pref.osaka.jp/ocr/training/

大阪府におけるがん死亡率は減少傾向。
これより10年後に、75歳未満のがん死亡率
は自然に11.7％減少する。
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非喫煙
維持

現 状

－大阪府における「たばこ対策の推進」アクションプラン－

喫煙率％
（全国）
成人
男 39.3
女 11.3
妊婦 10.0
未成年者
中学３年
男 7.3
女 4.8
高校３年
男 21.3
女 9.7

年齢調整
死亡率
（大阪府）

全がん 157.8

（人口10万対）

喫煙関連癌

（口腔咽頭、
食道、胃、肝臓、
膵臓、喉頭、
肺、子宮、腎、
腎盂/尿管/膀胱
骨髄性白血病）

非喫煙者

無関心期

(32.5 %)

関心期
熟考期
(64.9 %)

準備期
(2.5 %)

×

＜大阪府・市町村・医療機関・職域＞
・たばこ対策に関する普及啓発（たばこに
よる健康被害、禁煙治療とサポート、受
動喫煙防止対策、等）
＜大阪府＞
・保健所・市町村で禁煙週間に実施され
るたばこ対策の取り組み状況の調査、公
表
・禁煙教育の必修化

＜医療機関・専門家組織＞
・各種健診・検診時、たばこによる
健康被害に関する情報提供
＜職域＞
・職域健診における、たばこによる
健康被害、妊娠中の喫煙がこどもに
及ぼす影響の周知
＜府民＞
・家庭内でのたばこによる健康被害と
禁煙に関する正しい情報の共有

喫煙者
1. たばこに関する知識の普及

2. 禁煙支援プログラム
＜大阪府＞
・市町村、医療保険者、医療機関に禁煙
サポートの情報提供、研修の実施
・保健所で禁煙教室等の禁煙サポート
・禁煙治療の保険適用医療機関、禁煙サ
ポート実施医療機関名の公表
・禁煙治療の保険適用医療機関数の増加

＜市町村・保険者＞
・妊婦教室や健康教室等で禁煙サポート
・自治体職員への禁煙サポート
＜医療機関・専門家組織＞
・禁煙治療技術の普及活動
・産業医講習会プログラムへの禁煙サポー
ト・禁煙治療の組入れ
＜職域＞
・健診の場等における禁煙指導
・職員への禁煙サポートの実施

＜大阪府＞
・健康増進法25条に該当する施設
の建物内／敷地内禁煙化推進
・保健所で各種届出時等に飲食店
等に対して、受動喫煙防止の啓発
・保健所の公共施設等の粉じん濃
度測定調査、受動喫煙防止対策の
指導・助言
・府庁舎や府立学校の敷地内禁煙

・「全面禁煙施設」の公表
・「全館禁煙宣誓医療機関」の公表
・官公庁、医療機関、学校の禁煙化
状況調査の実施と公表
・WHO世界保健機関たばこ規制枠組
条約（屋内全面禁煙の法制化、等）へ
の積極的な取組みを国に要請
・国へたばこの増税に関する要請
＜市町村・保険者＞
・施設禁煙化の行動計画策定

＜学校＞
・たばこの健康被害に関する情報提供
＜医療機関＞
・全医療機関の敷地内禁煙化
＜府民＞
・未成年者に対し、たばこによる健康
被害に関する情報提供
・家庭内での受動喫煙の防止

3. 環境・制度面の支援

喫煙率の減少
（5年後＜平成24年度＞）

成人
男 30％以下

（10年後に男20％以下）

女 5％以下

未成年者・妊婦0％

2+3

1+3

1

禁煙
の

実行・
持続

3

喫煙率低下
男 年率平均 2p減※2

女 年率平均 0.5p減
※2 差の単位を「ポイント」とした

（%は住民中の割合※1 ）
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後
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1.7%

4.1%

20

3.6%

8.7%

※1 大阪府健康福祉部 健康おおさか21中間評価実態調査

目 標

3

下線：優先順位の高いアクション

アクション
目標達成へのプロセス

＜実施主体＞

赤字：大阪府がん対策推進計画に記述はない
が、目標を達成するために必要なアクション
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＜大阪府＞
・肝炎肝がんの一般的な知識の普及・啓発
・肝炎ウイルス検診の受診勧奨（ポスター作成など）
・「緊急肝炎ウイルス検査事業」を活用し、医療機関委
託による肝炎ウイルス検査の実施
＜市町村＞
・国保加入者における肝炎ウイルス検診の未受診者の

把握と受診勧奨
・市町村検診でALT異常者かつHCV検査未受診への、

HCV検査の受診勧奨の徹底
・未受診者に特化した広報および既受診者へのHCV

検診受診抑制の広報
＜職域＞
・職域健診でALT異常者のうちHCV検査未受診への、

HCV検査の受診勧奨の徹底

検診受診率の向上
5年後に40-74歳の
累積検診率50％

精検受診率の向上
5年後に精検受診率
80％

治療完遂率の向上
標準治療の
完遂率80％

現 状
（大阪府）

－大阪府における「肝炎肝がん対策の推進」アクションプラン－

肝がん
年齢調整
死亡率

21.8 

（人口10万対）

HCV検診
累積受診率

（40-69歳）

20%※1

うち、
精検受診率

60% ※2

検診発見
キャリアの
治療完遂率

40% ※2

＜大阪府＞
・治療状況・課題を把握し、適切な受療へつなげる
・ウイルス肝炎治療最新情報（治療の効果や副作用）の
リーフレット作成
・標準的な治療指針の作成、普及
・肝炎専門／協力医療機関、肝疾患診療連携拠点病院の選定
・肝炎専門医療機関のC型慢性肝炎に対する過去１年間のイン
ターフェロン治療件数の公開
・治療費の助成
＜医療機関＞
・「C型肝炎診療ガイドライン」の遵守の徹底
・C型慢性活動性肝炎74歳以下の患者への「C型肝炎の手引き」
配布による治療（再治療）導入促進
・患者の治療ガイドライン実施医療機関への紹介
・インターフェロン単独治療歴のある者で短期効果が無効または
再燃者への再治療に関する情報提供

＜大阪府＞
・保健医療専門職員向け研修会、府民向け講演会の
開催
・要診療者に対し、継続的なフォローアップの実施
・精検受診状況・課題を把握し、精検受診率向上
＜市町村＞
・要診療者に対し、継続的なフォローアップの実施
・肝炎ウイルス陽性者の精検受診および治療 （抗ウイ

ルス療法)状況の把握
・精検未受診者への電話、郵便等で受診勧奨
・検診発見肝炎キャリアで精検未受診者への肝炎治療

最新情報の提供

※1 大阪府健康福祉部 健康おおさか21中間評価実態調査
※2 厚生労働省 肝炎等克服緊急対策研究事業 肝がんの発生予防
に資するＣ型肝炎検診の効率的な実施に関する研究班（Ｈ15）
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6.8%

0.9%

目 標

下線：優先順位の高いアクション

アクション

＜実施主体＞

赤字：大阪府がん対策推進計画に記述はない
が、目標を達成するために必要なアクション

目標達成へのプロセス
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適切な治療
（医療の部へ）

現 状
（大阪府）

－大阪府における「がん検診の推進」アクションプラン－

検診受診率※2

胃 18.2%

肺 10.8%

大腸 15.5%

乳房 16.8%

子宮 20.3%

科学的根拠に基づいた
効果的ながん検診の実施

がん検診の
各精度指標
の把握

標準的な精検実施
精検受診率向上

年齢調整死亡率
(人口10万対)

全がん 157.8

胃 23.8

肺 31.3

大腸 9.1

乳房 6.5

子宮 3.1

受診率の向上・
検診規模の拡大

限局割合の増加
最良県レベルに

がん検診精度管理体制の確立

＜大阪府＞
・精密検査結果報告の

義務化の指導・通達
＜市町村＞
・受診時のインフォームド

コンセントの徹底
＜医療機関＞
・精検実施状況の確認
・精密検査マニュアルの

作成配布
・精検指定医療機関制度

の確立

適切な治療
（医療の部へ）

※1 平成14年度「地域がん登録」研究班 第9回がん患者進行度分布に関する協同調査より
進行度分布最良県は胃、肺では新潟県、大腸では長崎県、乳房では山形県、子宮では宮城県

※2 平成16年国民生活基礎調査より 40-74歳

がん罹患者の
限局患者割合※1

大阪府VS最良県

胃 44% 59% 

肺 24% 38% 

大腸 48% 62% 

乳房 57% 61% 

子宮 63%      67%

胃
10.6%  

大腸
12.5%

肺
4.7%

乳房
3.2%

子宮
12.2%

全
が
ん
死
亡
率

減
少
割
合

部
位
別
死
亡
率

減
少
割
合

4.3%

(上皮内を含む。
上皮内17% 36%)

＜大阪府＞
・がん検診に関する定期的な教
育・研修の実施
・低線量ヘリカルCTによる肺がん
検診の有効性に関する調査・研
究
＜市町村＞
・有効ながん検診の実施
・推奨されていない検診の見直し
＜府民＞
・がんのハイリスクに関する知識の
増加

＜大阪府＞
・大阪府生活習慣病検診協議会への市民の参加
・大阪府生活習慣病検診協議会による検診実施方法
や精度管理の把握、指導・助言、情報提供
・市町村や委託実施機関別の精度管理指標の公表
・がん検診受診率、検診結果の円滑な把握
＜市町村＞
・精度管理指標を「がん検診の事業評価の手法」等の
活用により把握
・委託検診実施機関の精度管理状況の把握、大阪府
生活習慣病検診協議会への報告

＜大阪府＞
・精度不良市町村に対する精度向上のための具体
的対策案の提示
・地域がん診療拠点病院・大阪府がん診療拠点
病院からがん検診精密検査結果の市町村への報
告の義務化
・地域がん登録資料との記録照合による検診の精
度管理の実施、偽陰性率等の把握、に向けた課
題整理と実施の検討
＜市町村＞
・がん検診実施成績の住民への公開体制の確立
＜医療機関＞
・がん検診精密検査結果の1次検診機関への報告

＜大阪府＞
・市町村の普及・啓発活動の支援・評価
・市町村／医療保険者が実施するがん
検診の受診対象者の把握
・原爆被爆者等への受診勧奨
＜市町村＞
・医療保険者（国保等）と連携し、受診対
象者の把握と受診勧奨体制の整備
・がん検診対象者への個別通知
・早期がん発見率が増加するような受診
勧奨、広報（ハイリスク情報の広報など）
・休日や夜間のがん検診実施
＜府民＞
・有効ながん検診の適切な間隔の受診

40～69歳：年1回の胃X線・大腸便潜血法・肺がんX線

2年に1回の乳房マンモグラフィー
20～69歳：2年に1回の子宮頸部細胞診

効 果

下線：優先順位の高いアクション

アクション

＜実施主体＞

赤字：大阪府がん対策推進計画に記述はない
が、目標を達成するために必要なアクション

目標達成へのプロセス
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現 状
（大阪府）

－大阪府における「がん医療の充実」アクションプラン－

胃 5.3p※2

大腸 6.0p
肝臓 8.0p
肺 7.3p
乳房 2.0p

食道 4.7p
胆のう 7.4p
膵臓 3.0p
子宮 9.5p
卵巣 10.5p
前立腺 9.2p
膀胱 4.6p
リンパ組織 12.8p

全がん

年齢調整死亡率

157.8（人口10万対）

がん医療の均てん
化が実現した場合
の大阪府の5年生
存率の伸び※1

部位別

死亡率

減少割合

食道 1.8%
胃 3.2%  
大腸 4.3%
肝臓 2.9%
胆のう 2.5%
膵臓 0.9%
肺 2.6%
乳房 3.5%
子宮 8.8%
卵巣 5.3%
前立腺 8.3%
膀胱 4.7%
リンパ 6.2%

全がん
死亡率
減少割合
2.9%

がんによる死亡者の減少、患者のQOL
向上を目指したがん医療の推進
＜大阪府＞

・地域がん診療連携拠点病院＜国指定＞につい
て、一定の人口規模、患者数がある二次医療圏
では複数指定なされるよう国に要請

・府が定める要件を具備した医療機関を、がん診
療拠点病院＜府指定＞と認定
・府立成人病センターの役割と機能強化

・がん診療連携拠点病院＜国指定＞およびがん
診療拠点病院＜府指定＞の診療成績および診
療機能（機器整備、専門医の状況含め）を公表

・個別の医療分野で優れた診療実績･遠隔成績
を有する医療機関の診療成績および診療機能
（機器整備、専門医の状況含め）を公表

放射線療法および化学療法の推進
＜大阪府＞

・がん診療を担う医療機関における放射線療法
および化学療法に関する実施状況や体制の把
握、医療計画への反映
・粒子線治療など先進的ながん医療の推進
・がんに関する認定看護師の養成について検討
＜医療機関＞

・がん診療連携拠点病院と大学病院を中心に、
①互いに足りない診療機能の補完等により医療
機関の役割分担・連携を強化、②医療従事者
（医師、放射線技師、看護師、薬剤師など）の育
成のための研修および指導体制を整備

※1 Ioka A, Tsukuma H, Ajiki W et al. Hospital procedure volume and survival of cancer patients in Osaka, Japan: a population-based study with latest cases. Jpn J Clin Oncol. 2007;37:544-53.
※2 差の単位を「ポイント」とした

緩和ケアの充実
＜大阪府＞
・大阪府緩和ケア推進委員会で大阪府緩和ケアチーム連絡会議を開催し、緩和ケアの現状調査、連携体制の評価・公開
・がん診療に関わる医療従事者を対象とした緩和ケア研修を実施
＜医療機関＞

・がん診療連携拠点病院と大学病院の緩和ケアチームが中心となって、他の医療機関との相互連携による患者および家族
の利便性を重視した緩和医療を提供

在宅医療
＜大阪府＞
・がん診療連携拠点病院＜国指定＞と地域医療機関等（診療所、在宅療養支援診療所等）の連携のモデル事業
・地域医療機関等（診療所等）に対し、在宅医療の事例紹介により在宅医療への正しい理解を促す
＜医療機関＞
・二次医療圏毎に「在宅医療に関する地域連絡会」等を設置し、医療機関同士の連携を推進
・地域医療機関等（診療所、在宅療養支援診療所、訪問看護ステーション等）の医療従事者等に対し、研修等を実施

がん医療に関する相談支援および情報提供
＜大阪府・医療機関＞
・府立成人病センターにおける、がん診療に関する様々な情報を一元的に公表できるシステムの構築
・相談支援センターにおける情報提供体制の充実

均てん化：がん診療連携拠点
病院等のカバー率※ 3の増加

※3 カバー率＝

目 標

×100
当該治療機関における治療件数

大阪府全体の新発届出患者数

がん登録
＜大阪府＞
・大阪府がん登録に関する医療機関、市町村、府民への情報提供、広報の強化
・国へ地域がん登録事業の法整備の要請

下線：優先順位の高いアクション

アクション

＜実施主体＞

赤字：大阪府がん対策推進計画に記述はない
が、目標を達成するために必要なアクション

目標達成へのプロセス

＜医療機関＞
・院内がん登録の推進、強化
・大阪府がん登録事業への協力


